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第１章 後期実施計画の概要 

 

１．計画策定の趣旨 

実施計画は、鎌倉市総合計画条例（平成 24年６月条例第１号）第２条第４号に規定されている

とおり、「基本計画で示される方針を計画的かつ効果的に実施していくための具体的な事業概要を

示すもの」で、毎年度における予算編成及び事業実施の具体的指針とする短期計画として定めるも

のです。 

このたび、第３期基本計画で予定したとおり、平成 26年度からスタートした前期実施計画の終

了に伴い、新たな３年間の後期実施計画を策定しました。 

 

２．計画期間 

後期実施計画の計画期間は、平成 29年度から 31年度までの３年間とします。 
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３．第３期基本計画後期実施計画の考え方 

第３次鎌倉市総合計画の基本構想では、「歳入・歳出バランスを堅持し、財政基盤の健全化

に努め、持続可能な都市経営を確立していきます。そして、重要性・緊急性を踏まえた、施

策の選択と集中を基本に、真に市民に必要な施策を進めます。」として、持続可能な都市経営

を推進することとしています。そして、第３期基本計画においては、「計画の推進に向けた考

え方」及び「分野」・「施策の方針」に基づき、計画に掲げたまちの実現をめざしつつ、「安全

な生活の基盤づくり」を全てに優先する取組として位置づけています。 

こうした中、前期実施計画では、地震対策や風水害対策の充実、防災意識の向上、公共建

築物の耐震化や効率的な維持管理などの公共施設再編事業等といった「安全な生活の基盤づ

くり」につながる事業を重点事業に位置付け、工程に沿って着実に推進することで、一定の

成果を上げてきました。 

一方、この間、国では一層深刻度が増す人口減少や少子高齢への対応に取り組んできたと

ころであり、本市においても、「鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定等に取り組

んできました。人口減少・少子高齢の進行は、健全なコミュニティが損なわれるとともに、

地域活力の低下や税収の減少などが生じます。そして、ひいては市民の安全な暮らしを守る

上で支障を来すことにもなります。 

そこで、今回策定を行う後期実施計画では、引き続き「安全な生活の基盤づくり」につな

がる施策とともに、これを支える人口減少・少子高齢に対応する施策に注力します。 
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① 「安全・安心なまち」の実現 

東日本大震災の甚大な被害を経験した後に策定した第３期基本計画は、市民の生命を守り、

安全を確保することを、全てに優先する取組としていることから、防災・安全の分野を中心

とした「安全な生活の基盤づくり」につながる事業により、「安全・安心なまち」の実現を

めざします。 

② 「働くまち」の実現 

「鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28年３月）」において「働くまち鎌倉」

の実現を基本方針として掲げていることを踏まえ、市内において安定した雇用を創出すると

ともに、結婚・出産・子育てをしながら働くことができる環境の創出に向け、総合戦略に位

置付けた事業を中心に、「働くまち」の実現をめざします。 

③ 「子どもが育つまち」の実現 

「鎌倉市教育大綱（平成 28年２月）」において「未来を拓く『生きる力』を育み、子ども

も大人も共に学ぶ『共育』を進めます」を基本理念として掲げていることを踏まえ、次代を

担う子どもたちの健やかな育ちと、すべての家庭が安心して子育てができる環境の実現に向

け、大綱の基本目標に基づく事業を中心に、「子どもが育つまち」の実現をめざします。 

④ 「健康に暮らせるまち」の実現 

誰もが、できるだけ長く、生き生きと、自分らしく暮らすためには、“健康”であること

は大事な要素の一つです。そのためには、市民一人ひとりが子どもの頃から、自分のからだ

やこころに目を向け、健康づくりに取り組むことが必要になることから、健康寿命の延伸に

向けた事業を中心に、「健康に暮らせるまち」の実現をめざします。 

 

  なお、今後、公共施設の管理に莫大なコストが必要となることが想定されることから、後期

実施計画においては、「鎌倉市公共施設再編計画（平成 27年３月）」や「鎌倉市社会基盤施設

マネジメント計画（平成 28 年３月）」を踏まえ、次の世代に過大な負担を残さないマネジメ

ントを行うこととします。 

 

４ 第３期基本計画後期実施計画の概要 

第３期基本計画後期実施計画は、施策の選択と集中による事業量の適正化を図りながら策

定しました。前期実施計画と同様、「実施事業」と「重点事業」で構成することで、市民に対

し市の全ての事業を明らかにするとともに、実施計画期間内に重点を置き、工程に沿って着

実に推進する重点事業を明らかにしました。 

 

 (1) 実施事業 

本市の事業は全て基本計画に基づき実施するものであることから、市が行う全ての事業

を、基本計画を推進するための「実施事業」とし、“実施計画”でその概要を示しました。 

 

 (2) 重点事業 

「実施事業」のうち、「３ 第３期基本計画後期実施計画の考え方」に掲げる４つのまち

（①「安全・安心なまち」②「働くまち」③「子どもが育つまち」④「健康に暮らせるまち」）

の実現につながる事業に加え、各施策において実施計画期間内に重点的に推進すべき事業

を「重点事業」とし、３年間の事業目標や事業工程等を明らかにしました。 

 

 


